
報道機関 各位          

令和４年度さいたま市優良勤労者・技能者表彰式を開催します

 さいたま市では、勤労に対する意欲の向上と市内中小企業の更なる発展を図るため、

永年にわたり市内中小企業の発展に寄与した優良勤労者並びに技能の向上及び後進の

育成等に貢献した技能者を顕彰する表彰式を下記のとおり開催します。

１ 日 時  

令和４年１１月１５日（火） 午後２時００分から午後３時００分まで  

２ 会 場  

浦和コミュニティセンター 第１５集会室（浦和駅東口 コムナーレ９階）

３ 表彰の種類及び受賞者数 

（１）優良勤労者表彰 

①勤続満３０年表彰 ２名 

   市内在住または市内在勤期間が１０年以上で、市内中小企業（同一企業）に継

続して３０年勤務し、優れた勤務成績で、他の模範と認められる方 

②勤続満２０年表彰 １３名 

   市内在住または市内在勤期間が５年以上で、市内中小企業（同一企業）に継続

して２０年勤務し、優れた勤務成績で、他の模範と認められる方 

（２）技能功労者表彰 １２名  

市内に居住し、かつ市内事業所に勤務し、同一職種に３０年以上従事している６

０歳以上の方のうち、極めて優れた技能を有し、他の模範と認められる方  

（３）優秀技能者表彰 １０名 

市内に居住し、かつ市内事業所に勤務し、同一職種に１５年以上従事し、優れた技

能を有し、他の模範と認められる方  

※受賞者一覧は別紙のとおり（計３７名） 

※表彰式の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。
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